
第　15　章　　　土　地　利　用

１　基本理念

２　国土利用計画の役割

３　国土利用計画の体系

第 1 節 国土利用計画

国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産
を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、
地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均
衡ある発展を図ることを基本理念としています。（国土利用計画法第２条）

国土利用計画は、国、県、市町村の各段階相互において、十分意見の調整を図りつつ、その区域につい
て長期にわたり安定した均衡ある国土の利用を確保するため、前述の基本理念に即して総合かつ計画的な
国土の利用を確保するための長期計画（基本構想）であり、国土の利用に関する行政上の諸計画の基本と
なるとともに、民間の諸活動についても指針を与えるものとなります。

国、県、市町村の各段階の計画は、相互にフィードバックを繰り返しながら調整が図られ、基本方向におい
て矛盾のない体系が確保されます。
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４　国土利用計画の内容

表　県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標
年次

利用区分

農　　　 地
森　　　 林
原　野　等
水面・河川・水路
道　　　 路
宅　　　 地
　　　住宅地
　　　工業用地

そ　の　他

（参考）

１　土地利用基本計画の位置づけ

２　土地利用基本計画の役割

- - 100.0

　 その他の宅地

合計

人口集中地区（市街地）

4.7 4.8
100

100.0 100.0
558

11,638

84

100.0
102.6
100.00.9

2.9 3.0 104.7
2.6 2.6

0.9

100.3
1.5 1.5 100.0
0.2 0.2 105.6

％ ％

100.0
3.9 4.0 102.2
1.3 1.3

12.6 12.3 97.5
72.1 72.1 100.0

84

㎢
1,426
8,385

148
469
353
299
180
19

298
180
18

100
544

11,638

337

伸び

R17年／R3年（基準年次） （計画目標）

令和３年 令和１７年 構成比

令和３年 令和１７年
㎢

1,463
8,389

148
459

％

国土利用計画は、国土（県土）の利用に関する基本構想、国土（県土）の利用目的に応じた区分ごとの
規模の目標とその地域別の概要、それらを達成するために必要な措置の概要を示すもので、直接に開発
事業の実施を図るものでも、直接に土地利用を規制するものでもありません。

したがって、開発事業の決定や土地利用の規制は、国土利用計画の基本方向に沿って個別に行うこと
になります。

秋田県国土利用計画（第六次）における県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標は、次の表の
とおりです。

第 ２ 節 土地利用基本計画

土地利用基本計画は、土地利用（開発行為）の規制、土地取引の規制、遊休土地に関する措置等を実
施するにあたっての基本となる計画で、国土利用計画（全国計画及び県計画）を基本とし、公害の防止、
自然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保存、治山治水等に配慮しつつ、都市計画法、農業振興地
域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等の個別の土地利用規制法と相まって、
適切かつ合理的な土地利用を図るための上位計画として位置づけられています。

土地利用の混乱を防止し、適正かつ合理的な土地利用を図るため、土地利用基本計画で都市地域、農
業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の五地域の土地利用区分を定め、個別規制法による
諸計画に対する上位先行の調整計画として位置づけ、総合的かつ広域的な見地にたって取引段階から
利用区分に応じた規制と誘導を行おうとするものです。

したがって、土地利用基本計画は、第１に個別規制法に対する上位先行計画として行政内部における
総合調整機能を果たすものであり、第２に土地取引に関しては直接的に、開発行為については個別規制
法を通じて間接的に規制基準としての役割を果たすという二面性を有しています。
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３　土地利用基本計画の内容
土地利用基本計画図地域区分別面積

（令和８年３月３１日現在）

国土利用計画法第23条に基づく届出実績 （各年度処理ベース）

- 971令和６年度 211 202 9 -

933令和５年度 219 218 1 - -

1,306令和４年度 136 126 10 - -

1,404令和７年度 162 160 2

割合（％）

16.6

32.7

72.1

193,518.0

380,496.0

839,320.3

計

1,163,746.0

12,633.5白　　地　　地　　域

区　　　　　　　分

都市地域

農業地域

森林地域
五
地
域 自然公園地域

自然保全地域

面積（ｈａ）

1.1

－

5,160.0

1,544,684.3

10.8

0.4

126,190.0

－

面積

（ｈａ）

県　　土　　面　　積

年度 件　　数
処　　　　理　　　　状　　　　況

不勧告 助言 勧告 取下

1,225令和３年度 208 199 9 - -

○計画図
都市地域、農業地域、森林地域、自然

公園地域、自然保全地域の五地域の範
囲を､５万分の１の地図に表示したもの

○計画書
土地利用の基本方向、五地域区分の

重複する地域における土地利用に関す
る調整指導方針等を記載したもの

第 ３ 節 土地取引の届出制

国土利用計画法第23条の規定による一定規模（市街化区域 2,000㎡、市街化区域を除
く都市計画区 域 5,000㎡、都市計画区域以外の区域 10,000㎡）以上のまとまりのある
一団の土地について土地売買等をした場合、土地の権利取得者は土地売買等の契約をし
た日から起算して２週間以内に利用目的等を知事に届け出ることになっています。
届出に係る土地の利用目的が国土利用計画法の基準に適合しないものについては、知

事は土地利用審査会の意見を聴いて、利用目的変更の勧告をすることができ（法第24
条）、この勧告に従わないときは、その内容を公表することができます。（法第26条）

※重複している地域があるため、五地域合計が県土面積より

大きくなっている。
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令和７年地価調査結果の概要

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出の要否及び申出の可否

　注）　都市計画施設については、その一部が都市計画区域内に含まれる場合、届出対象となります。 

地目 地点数 平均価格 変動率

住宅地 217 13,500円/㎡ △ 0.4%
宅地見込地 3 4,880円/㎡ 0.7%

商業地 90 25,500円/㎡ 0.0%
工業地 7 7,250円/㎡ 3.3%
林地 7 16,300円/10a △ 3.8%
計 324

法第４条第１項及び第５条第１項に規定する土地（抜すい） 届出の要否 申出の可否

都市計画施設の区域内の土地（200㎡以上） 要 可

道路、都市公園、河川等の予定地（200㎡以上） 要 可

上記以外の都市計画区域内に所在する200㎡以上の土地 否 可

都市計画区域内（市街化調整区域除く。）で、市街化区域
5,000㎡、その他の区域10,000㎡以上の土地

要 可

第 ５ 節 公有地の拡大の推進に関する法律

「公有地の拡大の推進に関する法律」（昭和47年、法律第66号）は、公有地の拡大の計画的な推進を図
り、都市の健全な発展と公共の福祉の増進に資することを目的として制定されました。

同法により、都市計画法に定める都市計画施設に係る土地その他の都市計画区域内の一定規模以上
の土地を有償で譲渡する場合、知事又は市長に届け出なければなりません（同法第4条）。

また、都市計画区域内の一定規模以上の土地の所有者で、当該土地の地方公共団体等による買取りを
希望する場合は、その旨を申し出ることができます（同法第5条）。

届出又は申出があったときは、知事又は市長は、３週間以内に当該土地の買取りを希望する地方公共
団体等のうちから買取り協議を行う地方公共団体等を定め、買取り協議を行う旨を土地所有者等に通知し
ます。土地所有者は買取りに応ずる義務はありませんが、協議を行うことを拒むことはできません。

また、買取り協議が不成立であった場合、買取り協議の通知があった日から３週間が経過するまでは、
当該土地を譲渡することはできないとされています。

この法律の適用により地方公共団体等との売買契約が成立すると、税法上の優遇措置（譲渡所得の特
別控除、限度額：1，500万円）を受けることができます。

なお、本県では、事務の市町村への権限委譲により、市町村が届出、申出を受理しています。

第 ４ 節 地 価 調 査

地価調査制度は、昭和49年に施行された国
土利用計画法施行令に基づく制度で、県知事
が毎年７月１日における基準地の１㎡当たり
（林地にあっては10ａ当たり）の正常な価格を
判定し、公表するもので、国土利用計画法に
基づく土地取引の届出等の審査に当たり、適
正な取引価格を算定する基準とするとともに、
一般の土地取引価格に対し指標を与える等、
適正な地価の形成に寄与することを目的とし
ています。
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